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第４期熊本県地域福祉支援計画
令和６年度の取組状況

資料２

令和７年（２０２５年）７月２２日（火）
熊本県地域福祉推進委員会
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地域福祉支援計画について

社会福祉法（第１０８条の１）

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援
に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよ
う努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項

（参考）同法第１０７条により、市町村は「市町村地域福祉計画」を策定。

策定根拠

１．市町村における地域福祉計画策定・実施、地域福祉推進を図る取組みに対する都道府県の支援策を示す

２．市町村単位では対応できない福祉施策など、全県的に地域福祉の向上を目指すためのガイドラインを示す

３．地域福祉推進に向けた県民、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、民間事業者、行政
等の基本的な役割や連携のあり方を示す

計画の役割

計画期間 令和４年度（２０２２年度）～令和８年度（２０２６年度）

計画目標
（めざす姿）

互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現
～誰一人取り残さない持続可能な地域づくりをめざして～
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施策１ 地域の縁がわづくり

（１）地域の縁がわの立上げ支援

・ 地域の縁がわの活動支援のための相談窓口の設置【相談等件数：37件】

・ 地域の縁がわ実践者による事例発表や意見交換を含む情報交換会を開催【参加者数：154名】

（２）支え合い活動の拠点としての機能充実

・ 地域の縁がわ等の地域福祉活動を行う団体への取組支援【地域福祉総合支援補助金交付決定件数：17件】

（３）誰もが活躍できる場の創出

・ 障がい者の経済的自立・社会参加の促進を図るため、農福連携コーディネーターによるマッチング支援を実施
【マッチング契約件数：65件】

・ 農業者が初めて福祉事務所に農作業を委託する場合のお試し期間に係る経費を支援【支援件数：５件】

・ 農業と福祉が連携した住民意識の向上及び啓発・普及活動等への支援【支援件数：７件】

（４）市町村における活用推進

・ 市町村の取組推進のため、希望する市町村へのアドバイザー派遣等による支援を実施【支援件数：10市町村】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 地域の縁がわづくり活動の活性化の支援（活動の拡充、好事例の普及）

● 地域福祉活動を行う団体の取組推進

● 農福連携相談窓口設置及びコーディネーターの配置による効果的なマッチング支援

● 市町村の地域資源としての活用促進

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

新たに「五つ星プロジェクト＋α」に取組む団体数 箇所 ─ 16 48 81 ─ ─ 100/5年 81.0％
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施策２ 地域の結いづくり

（１）地域住民同士の支え合い・見守り体制の充実

・ 地域の見守りに係るネットワーク（熊本見守り応援隊）の協定を締結【新規協定締結：１件】

・ 協定協力事業者の活動状況の把握及び更なる連携強化のため、情報交換会を開催【参加者数：32名】

（２）災害に備えた取組の強化

・ 災害時の個別避難計画の実効性を確保するため、アドバイザー派遣により市町村を支援【支援件数：２件】

・ 地域防災リーダー養成講座「火の国ぼうさい塾」を開催【受講者数：204名】

（３）買い物支援・移動支援の推進

・ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、配食・買い物等の生活支援サービスを実施する事業者に対し、
必要経費等を助成【助成団体数：１団体】

・ コミュニティ交通の充実に向け、コミュニティ交通の導入・改善及び確保・維持を図る市町村の取組に対し、財政
支援（交付金）を実施【45市町村に184,276千円を交付】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 民間事業者との「熊本見守り応援隊」の取組促進（情報交換会の開催）

● 市町村における個別避難計画の実効性の更なる向上（市町村への個別支援、研修等の
実施）

● 市町村の地域の実情に応じたコミュニティ交通施策に対する支援を継続

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

組織的な見守り活動を実施する市町村数 市町村 42 44 44 44 ─ ─ 45 97.8％

買い物支援の取組を全域で利用できる市町村数 市町村 25 23 28 36 ─ ─ 45 80.0％
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施策３ 地域の人づくり

（１）福祉の心の育成
・ 事業者や学校を対象として、障がい等の特性と対応方法について学ぶﾊｰﾄﾌﾙｻﾎﾟｰﾀｰ育成研修を開催【６回、113名】
・ R5に製作した「手話かるた」を一部改良・増刷、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして使用できるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載用データを作成

（２）地域福祉を担う住民の育成
・ 市町村ボランティアセンター機能強化のための研修会の開催等への助成【交付額：5,503千円】
・ 地域福祉活動のリーダーを養成するため、地域住民等を対象とした地域の底力向上研修を開催【４回、264名】

（３）自治会、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人等が行う地域活動への支援
・ 市町村や地域団体等の自主的な地域づくり（人口減少対策、地域の宝さがし、起業、交流拡大）に資する取組みへ
の助成【地域づくり夢チャレンジ推進補助金：76件】

（４）社会福祉法人、企業等の地域貢献活動の拡大
・ 見守りに資する体制構築のため、地域の見守りに係るネットワーク（熊本見守り応援隊）の協定を締結【再掲】

（５）民生委員・児童委員の人材確保と活動環境の向上
・ 民生委員児童委員協議会が行う事業への助成や、民生委員・児童委員を対象とした研修会等を実施【計2,159名】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 幼少期からの福祉の心の育成に関する取組みの推進（福祉教材の作成・活用）
● ボランティア活動に参加しやすい環境づくりのための支援
● 地域福祉活動をけん引するリーダーの養成
● 市町村や地域団体等の自主的な地域活動のための支援
● 民生委員を始めとする地域福祉活動を担う住民の育成等に関する取組みの推進

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

福祉のまちづくりリーダー養成数 人 201 281 574 838 ─ ─ 750(累計) 111.7％

民生委員・児童委員の充足率 ％ 97.7 97.1 97.0 96.8 100 96.8％

ハートフルサポーター育成研修の実施回数 回 ─ 13 29 35 ─ ─ 30/5年 116.7％
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施策４ 大規模災害からの復興に向けた地域福祉の推進

（１）「地域の縁がわづくり」「地域の結いづくり」の重点的支援

・ 被災者の支援を行うボランティア団体に対する助成を行う市町村への支援【件数：１市町村、1,000千円】

（２）被災地における地域づくりを支える担い手の育成

・ 地域福祉活動のリーダーを養成するため、地域住民等を対象とした地域の底力向上研修を開催【再掲】

（３）災害公営住宅、応急仮設住宅におけるコミュニティ形成の支援

・ 仮設住宅や災害公営住宅等の地域コミュニティ形成に資する活動を行う団体の取組みを支援
【仮設住宅 補助件数：２市町村、補助金額：192千円】
【災害公営住宅 補助件数：２市町村、補助金額：714千円】

・ 災害公営住宅等を整備する県内５市町村に対する技術的な支援
【整備予定：12団地282戸、令和７年３月現在：11団地272戸完成】

（４）復興ボランティアの支援

・ 復興ボランティアセンターの運営に係る取組みを支援【補助件数：１市町村、補助金額：2,400千円】

（５）地域支え合いセンターの運営支援

・ 被災者の総合相談窓口となる７市町村の地域支え合いセンターの運営支援を行う県支援事務所の設置及び運営
【総合相談受付件数：839件】
※令和２年７月豪雨に係る地域支え合いセンター設置状況（R7.3月末）：３市町村（八代市、人吉市、球磨村）

主な施策と令和６年度の取組内容

● 被災地における地域の縁がわづくり活動の活性化に係る取組強化

● 住民の孤立を防止するための仮設住宅等における地域コミュニティ形成の推進

● 被災地の復興に向けた、市町村や災害ボランティア団体等と連携した活動の推進

● 仮設住宅撤去後も含めた、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援

今後の方向性
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施策５ 多様な災害に強い新たな地域福祉の推進

（１）多様な災害に強い地域づくりの推進

・ 熊本県社会福祉協議会に災害ボランティアコーディネーターを配置し、市町村社協向けの研修や設置訓練の支援、
関係団体との連携体制を構築【設置訓練支援：２市町村２回、参加28人、アドバイザー派遣：21回 参加1,353人】

（２）ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用したつながりの維持

・ 地域福祉総合支援事業において、ＩＣＴを取り入れた地域福祉活動を行う団体への補助率等を嵩上げして助成し、
活動を推進【地域福祉総合支援補助金・ＩＣＴ等：４件】

・ 地域支え合いセンターに導入した見守り機器及び被災者情報閲覧用端末を活用した効率的な訪問活動
【訪問件数：7,645件】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 災害ボランティアコーディネーターによる市町村社協の支援

● ＩＣＴ等を取り入れた縁がわづくり活動の活性化に係る取組強化

● きめ細やかな見守り及び業務効率化のためのＩＣＴの活用推進

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

災害ボランティアセンターの設置・運営等に係る協定
締結市町村数

市町村 21 37 39 45 ─ ─ 45 100.0％

大規模災害の発生時に、災害ボランティアセンターを円滑
に設置・運営するためには、平時から、市町村と社会福祉
協議会等が連携するとともに役割分担を明確にしておくこ
とが重要。

市町村と社会福祉協議会等との協定締結を促進
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施策６ 福祉サービスを適切に利用できる基盤づくり

（１）権利擁護体制の充実
① 児童、高齢者、障がい者等の虐待防止の強化
・ 児童相談所、市町村等関係職員、児童養護施設等職員を対象とした研修会を実施【計：295名】
・ 市町村職員、介護施設従事者を対象とした権利擁護推進研修を実施【15回、計：670名】
・ 障がい者の虐待防止に関する出前講座やｵｰﾌﾟﾝｾﾐﾅｰを開催【出前講座：10回、289名 ｵｰﾌﾟﾝｾﾐﾅｰ：５圏域、154名】
② 日常生活自立支援事業の活用促進
・ 支援を必要としている方が地域で自立した生活を送ることができるよう、日常生活自立支援事業に取り組む県社協
を支援【契約件数：788件、相談件数：48,857件】

③ 成年後見制度の利用促進
・ 市町村向け研修会、市町村の体制整備・困難事例に対する相談会や意見交換会を実施【オンラインで３回実施】

（２）福祉サービス第三者評価制度、苦情解決体制の充実
・ 福祉サービス第三者評価推進委員会を実施【受審事業所数：18箇所】

（３）生活困窮者支援の推進
・ 各市町村に自立相談支援窓口を設置し、相談対応、自立支援プランを策定【新規相談件数：4,064件】

（４）一人ひとりの状況に応じた支援
・ 施策１、施策２、施策３及び施策７の着実な推進【再掲】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 虐待防止の強化、日常生活自立支援事業や成年後見制度等が適切に利用できるための取組推進
● 福祉サービス第三者評価制度の普及・定着及び受審促進
● 生活困窮者の自立に向けた伴走型支援の実施
● 多様化する状況・課題等への取組みの推進

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

福祉サービス第三者評価受審事業所数 箇所 519 577 592 610 ─ ─ 800 76.3％

中核機関において後見人支援の取組を行っている市町村数 市町村 1 14 18 19 ─ ─ 18 105.6％
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施策７ 包括的な支援体制づくり

（１）市町村における包括的な支援体制整備への支援
➀ 市町村における包括的な支援体制づくりの促進
・ 重層的支援体制整備事業を検討する市町村へのｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣等による支援や、市町村の包括的な支援体制の構築に
向けた市町村等職員研修会を開催【支援件数：10市町村、全体研修会：61名、R2.7豪雨被災地域研修会：22名】

・ 地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村が抱える課題に応じた伴走型の個別支援や、市町村研修会を実施
【個別支援対象：３市村ほか 研修会：１回、81名】

② 市町村社協、地域包括支援センター等の機能強化
・ 相談支援機関間のコーディネートを行う相談支援包括化推進員や、自立相談支援機関の相談支援員等の養成を目的
とした研修会を開催【１回、43名】

③ 福祉人材の確保・育成
・ 出前講座、セミナー、職場体験等を実施したほか、福祉人材のマッチング機能強化のためキャリア専門員を配置
【出前講座：７回、224名 福祉の仕事入門セミナー：４回、89名、面接会：11回、156名】

・ 保育士人材確保のため、コーディネーターによる無料職業紹介事業を実施したほか、各種セミナー等を開催
【就職相談件数：960件、就職者数：９名】
【保育事業所管理者ｾﾐﾅｰ：33事業所、保育のおしごとﾌｪｱ：50名、保育士入門ｾﾐﾅｰ：19名、保育応援ｶﾌｪ：８名】

④ 地域福祉の情報発信と情報共有
・ 県内の地域福祉情報のメールマガジンを配信【８回配信】

（２）地域福祉計画・地域福祉活動計画への支援
・市町村社協等に対して、先進的に取り組む社協職員や学識経験者等をアドバイザーとして派遣【６回、５市町村】

主な施策と令和６年度の取組内容

● 市町村の包括的な支援体制及び地域包括ケアシステムの取組推進のための個別支援や研修会の開催
● 更なる介護人材の確保・定着促進のため、職場体験や就職面談会等を組み合わせた支援モデルの構築
● 地域の様々な課題の解決を図るため、市町村の地域福祉計画等の改定を支援

今後の方向性

計画期間 単位
R2実績
(策定時)

実績値 目標値
(R8)

進捗状況
R4 R5 R6 R7 R8

地域福祉計画・地域福祉活動計画を現に有している市町村数 市町村 41 41 42 43 ─ ─ 45 95.6％

重層的支援体制整備事業を実施する市町村数 市町村 ─ 10 14 16 ─ ─ 20 80.0％



施策３ 地域の人づくり（令和６年度ふくしのこころ育成事業）資料２別紙

・大学生が企画・立案した作品をもとに、令和５年度に製作した「手話かるた」を一部改良・増刷、ダウンロードして使用
できるホームページ掲載用データを作成

・事業者や学校を対象としたハートフルサポーター育成研修の体験メニュー等で活用



令和６年度（第３５回）熊本県地域福祉推進委員会における委員発言・後日意見に係る対応状況等 資料２別紙

委員名 発言内容 担当課

災害アドバイザー派遣、農福連携相談窓口、コミュニティ交通への財政支援などいろ
んな取組をされていますが、市町村や各社協への広報・周知はどういう方法でされて
いますか。私も地域の縁がわ情報交換会には行きたかったのですが、全然知りません
でした。

健康福祉政策課地
域支え合い支援室

昨年度も話題になったかと思いますが、「買い物支援の取組を全域で利用できる市町
村数」について、何らかの形で買い物支援をしている市町村数という意味合いではな
いのですか。

健康福祉政策課地
域支え合い支援室

今回の委員会を受けて、特に次にような検討事項を整理できると良いと思います。
・県の各事業担当課の事業についても把握し、積極的に情報提供・共有
・市町村の取組の推進

健康福祉政策課地
域支え合い支援室

「災害時に備えた取組の強化」ということで災害弱者支援事業に取り組んでいただき
ありがとうございます。医療的なケアが必要な子どもや大人の方が安心して避難でき
るような取組も検討していただけるとありがたいです。

障がい者支援課

刑余者の中には障がいのある方がたくさんいらして、福祉サービス事業所でさえ、そ
ういった方の受入れを懸念されることがたくさんあります。そういったところへの働
きかけや、コーディネーターの支援をいただきながら、進めていただけたらと思いま
す。また、住まいでも困られるとのことですので、グループホームへの働きかけもお
願いしたいです。

社会福祉課

　※市町村取組状況調査結果（一部抜粋）
　３　地域の縁がわについて（１）取組みが必要と考える地域課題（最大２つ） ５　買い物支援・移動支援について（１）買い物難民の方に対する支援
　①ICTを活用した見守り ①市町村の全域（全行政区）で利用できる
　②防災を通じた見守り ②市町村のうち、支援が必要な地域の全域で利用できる
　③買い物支援 ③市町村の一部地域で利用できる
　④移動支援 ④実施されていない
　⑤子ども・地域食堂
　⑥不登校・引きこもりの方の居場所づくり 　
　⑦その他

　
　　
　

対応状況

佐伯委員

原田委員

・県では、「熊本県地域生活定着支援センター」を設置し、福祉的な支援を必要とする矯正施設等退所者の社会
復帰を支援する取組みを行っており、その中で、福祉サービスにつなげるフォローアップ業務を行っておりま
す。
・また、保護観察所が所管する「刑務所出所者等に対する福祉支援に係る連絡協議会」において、自立準備ホー
ムや社会福祉協議会等の関係者との情報共有も行っているところです。

・昨年度開催した市町村医療的ケア児支援関係課研修会（8/26）では、市町村の関係課（障がい福祉、母子保
健、保育所、防災、教育委員会）の職員や医療的ケア児等コーディネーターを対象とし、「災害」をテーマに熊
本県医療的ケア児支援センターと連携し「災害時を想定した事前の準備」のグループワークを実施しました。ま
た、昨年11月に熊本県医療的ケア児支援センターが八代市においてモデル的に医療的ケア児の個別避難訓練を実
施しました。
・今年度の研修会（8/27）では、講話「地域防災の中で考える医療的ケア児の災害対策」や個別避難計画作成の
演習、市町村の取組み事例紹介等により、医療的ケア児とその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、
市町村における医療的ケア児支援体制整備の取組みの推進を図ります。
・なお、在宅で人工呼吸器を使用する医療的ケア児は、生命維持に電源が必要不可欠であることから、災害時に
停電が発生した場合に備えるため、非常用電源設備の貸し出しを行う事業を令和７年度に予定しています。

・これまでは一覧に記載されている関係課にのみ取組状況照会を行っていましたが、今回から庁内全課に照会
し、新規事業や追加事業等についても把握できるようにしました。
・上記市町村への取組状況調査の結果（※）について、今後の取組に活用していただけるよう、取りまとめて市
町村と共有しました。
※調査結果の一部を下記に掲載。

・買い物支援の状況については、毎年度市町村に依頼して実施している「地域福祉に係る取組状況調査」で把握
しています。
・前回及び前々回の委員会でのご意見等を踏まえて、今年度実施した令和７年３月末時点の調査においては、
「全域で利用できる」「一部地域で利用できる」のほか、「支援が必要な地域の全域で利用できる」という選択
肢を追加し、より詳細な状況の把握に努めました。

・地域の縁がわ情報交換会や地域福祉総合支援事業補助金等については、県ホームページや文書等で周知してお
ります。
・前回の委員会でのご意見等を踏まえて、令和６年度中に開催した熊本見守り応援隊の情報交換会や、地域の縁
がわ情報交換会等について、委員の皆様にもご案内を行い、積極的に情報提供・共有をさせていただきました。
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※買い物支援で「①全域で利用できる」を選択し、かつ、地域課題

で「③買い物支援」を選択している場合は、具体的にどういった

ところが課題と考えているか。

・購入希望物品の種類と量が多いため、支援に時間がかかる。

・多様な選択肢により支援の充実が図られるようにすること。

・買い物支援はサロンや通いの場で実施しており、その場に来れ

ない方には提供できていない。設備の関係上肉・魚・野菜の販

売ができない。公民館の使用料がかかる地域では実施できてい

ない。

・買い物支援は有償ボランティアで対応しているが、担い手育成

が必要である。

・全域で利用できるが、移動販売では移動販売車まで移動できる

人が利用でき、生活支援ボランティアは地域で人数差があるた

め、十分とはいえない。


